
令和８年度 基本方針  
 

 

 

 

 

 

 

1. 本年度の目標 

１．事務処理の適正化を推進するとともに業務改善の取組への支援を行う。 

２．決算及び基金運用状況の正確な分析・審査に基づく審査意見書の作成に努める。 

３．監査事務における職員の専門性の向上を図る。 

 

2. 目標達成の課題 

１．定期監査、例月出納検査において不適切とされる事務処理を発見した場合、その都

度是正・改善を求めているが、同様の事例が繰り返し発生している。 

２．決算審査における短期間での各種帳票及び数値を把握する必要がある。 

３．限られた時間の中での的確な監査・検査・審査を実施するためには、各課の事業内

容を把握するとともに、専門的知識を向上させる必要がある。 

 

3. 重点施策 

 

１－１毎年複数の部署でみられる不適切な事務処理について、その事例と適正な事務処

理方法を庁内全課で情報共有を行い、事務処理の適正化推進につなげる。 

１－２業務の改善につながる視点を持った監査、検査を実施し、「間違い」を伝えるだけ

でなく、問題の本質を探り、「こうすると良い」を伝えることにより、業務の改善

につなげる。 

１－３「ルール」や「仕組み」に不具合があるのであれば、改善を求める。 

 

２―１各種帳票及び数値を的確に確認・突合する。 

２－２審査意見書の作成は、単に決算の計数の確認だけではなく、決算の審査を通じて

予算執行結果の評価等を行い、今後の施策や事業の改善に結びつけることを念頭

に置く。 

 

３－１会議や研修に積極的に参加し、職員のスキルアップに努める。 

３－２監査委員事務局職員として、市政全般の把握に努めるなど、自己研鑽に取り    

組む。 
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